
質問回答

2016年 2月 24日
「ガーナ国天水稲作持続的開発プロジェクトフェーズ２」

（公示日：2016年 2月 10日／公示番号：151213）について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号 当該頁項目 質問 回答

1 P3  2．業務の実施方
針等、（3）作業計画、
（4）要員計画

「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドラン」P26の別
紙４「プロポーザルに記載する事項と分量」に、（3）作業計画は 3 頁、
（4）要員計画は 2頁を分量の目安とする旨、記載があります。これらの
頁数にはそれぞれの様式を用いたページ数は含まれないという理解

でよろしいでしょうか。

貴方御理解のとおりです。

2 P5  航空運賃につい
て

「コンサルタント等契約における見積作成ガイドライン」P11の第 3章直
接経費の費目別説明、（1）旅費（航空賃）には、旅費（航空賃）は、「業
務従事者が業務遂行するため、業務従事者の居住地または滞在地

（出発地）から業務対象国（業務対象国内で乗り継ぎがある場合には、

最終目的地まで）への移動」との記述があります。業務指示書別紙

P5、「（2）プロジェクト調整ユニットの設置」には、専門家は主な拠点を
クマシ（アシャンティ州）とする旨記述があります。本件業務における最

終目的地はクマシ（アシャンティ州）と理解してよろしいでしょうか。

最終目的地はクマシ（アシャンティ州）と

してください。

3 以降別紙

P2 (4)成果及び指標
成果 1の 3つの＜指標＞に「予算が配分される」との記述があります。
一方で、配布資料にある PDM には、この箇所は「Needed 
expenditure for providing extension services is budgeted.」とされて
おり、ジーニアス英和大辞典ではこの単語の意味は「予算を立てる」と

訳されており、指示書にある「予算が配分される」ではガーナ側と解釈

に隔たりが生じる恐れがあります。もし、指標が指示書の通り「予算が

配分される」である場合、ガーナ側との合意形成は既になされていると

理解してよろしいでしょうか。

本指標は「予算が配分される」ことととし

てガーナ側と合意形成済みです。



4 P2 (4)成果及び指標 活動 1－2に、「MMDAsのメンバーや行政官」との記述がありますが、
MMDAs は行政と議会を包括した組織であると理解してよろしいでしょ
うか。

左記の理解でよろしいです。MMDA 内
に農業関連の行政官が配属されている

部署があります。

5 P8 6-2.実施体制(2)プ
ロジェクト運営委員会・

技術委員会

SCは「年 2回」開催と指示書にありますが、R/Dには「年 1回」開催で、
必要に応じて開催と指示されています。どちらの指示に従えばよろしい

でしょうか。

先方政府との合意である R/D に基づ
き、「年 1 回開催、必要に応じて開催」
することとしてください。大変失礼いたし

ました。

6 P9 7 業務の内容、
第 1年次(3)、ベースラ
イン調査の実施

「普及ガイドライン」に準ずると、ベースライン調査はサイトの選択がな

された後に行うことになります。本プロジェクトが普及の対象とする郡

は毎年 5 ないし 10ずつ追加する計画となっています。そのため、ベー
スライン調査も毎年実施する必要がありますが、業務指示書にある

「ベースライン調査」は第 1 年次にしか計画されていません。この、業
務指示書にある「ベースライン調査」は 35郡を対象に行うことが想定さ
れているのでしょうか。もし、その場合、第1年次には35郡の全体像を
大まかに明らかにするとともに、PDM の指標の設定に資する目的の

ベースライン調査を実施し、サイトが選択された後、「普及ガイドライン」

に則り、サイトの現状を明らかにするために毎年ベースライン調査を実

施するという理解でよろしいでしょうか。

第 1年次のベースライン調査は、35郡
の全体像を大まかに明らかにするとと

もに、PDMの指標の設定に関するベー
スライン調査を実施することを想定して

います。普及ガイドランに示されたベー

スライン調査は、普及ガイドラインの実

施に関する活動として、毎年実施するこ

とで問題ありません。

7 P9～11 7.業務の内
容

2年次から 5郡で研修（成果 3）を実施するためには、普及ガイドライン
の研修計画によると 1年次の 2017年 1、2月に指示書 2年次（２）（別
紙 11 ページ）に記載されている以下の活動を開始する必要がありま
す。

(ア)プロジェクト開始ワークショップ
(イ)プロジェクト対象サイト決定ワークショップ
契約年次にとらわれず、普及ガイドラインの研修計画に沿った提案を

してもいいでしょうか。

問題ありません。



8 P.10 (6)SC の開催支
援 等

貴指示書には「開催支援」とありますが、コンサルタントが開催にかかる経

費を見積る必要があるのでしょうか？見積りが必要である場合、以下情報

をご教授ください。

 開催場所(食糧農業省本部でしょうか？開催都市のホテルの会議室
でしょうか？)、参加人数、CPへの日当・宿泊費計上の有無

開催経費の支援は想定していません

が、C/P が地方から首都へ移動する必
要がある場合で、C/P 側が支出困難な
場合は支出を認めます。このため、本

旅費（交通費、日当・宿泊費）について

のみ別見積もりで計上ください。開催場

所は現時点で決まっておりませんが、

食糧農業省本部を想定します。

9 P10 (2)普及ガイドラ
インを使用した稲作研

修の実施 / P19 5.見
積条件(3)普及員活動
費/

第 1 年次及び第 2 年次の一般業務費として、研修に伴うデモプロット
の維持・管理費用(肥料、農薬、役務人件費等)を計上することは可能
でしょうか。

可能です。

10 P14. 報告書の作成部
数、送付先

ガーナ国政府にもパンフレット（和文）を送付するというのは間違いない

でしょうか。

パンフレット（和文）の作成部数、送付

先を、以下のとおり訂正させていただき

ます。大変失礼いたしました。

作成部数：45部
（送付先内訳）

JICA農村開発部：20部
JICAガーナ事務所：25部
ガーナ国政府：送付せず

11 P16. (2)技術協力成果
品

改訂版普及ガイドラインの印刷予算は見積りに含めるべきでしょうか。

その場合、想定部数はどのように概算すればよいでしょうか。

フェーズ１では、普及ガイドラインを食

糧農業省の活動として主流化させるこ

とを目的として、印刷を先方に行っても

らうこととしていました。フェーズ２でもプ

ロジェクト側での印刷に要する見積もり

計上は不要です。



12 P18  （2）団員構成 業務指示書には、団員構成として①チーフアドバイザー/モニタリング
評価システム、②稲作開発計画（地方行政）、③稲作栽培、④普及、の

4 分野が記載されています。本件業務において、業務調整の配置を計
画しており、④普及の団員を業務調整兼務にしたいと考えています

が、可能でしょうか。

理由とともにプロポーザルで提案するこ

とは可能です。

13 P18  （2）団員構成 「業務実施契約における契約管理ガイドライン」の P1 には、案件の進
捗状況に合わせ柔軟に業務内容の修正を行うことが想定されている

旨、記述があります。本件業務では、業務の進捗に伴い必要性が認め

られた場合、認められた人月数の範囲内或いは自社経費負担で、新

たな団員の配置を提案することを計画していますが、可能でしょうか。

提案いただいて構いません。

14 P18  3．相手国の便
宜供与

本事業形成に係る協

議の結果、相手国政

府より、カウンターパ

ートの配置、執務スペ

ース、各種機材、活動

経費（カウンターパート

予算）等の便宜供与が

なされる予定となって

いる。詳細は R/D、
M/M に記載のとおり。

→R/D－5． Input (2) 
input by MoFA (b) 
Suitable office space 
with necessary 
equipments,

この中に次の機材は含まれるでしょうか。

・電話機

・インターネット接続環境

・複合プリンター

・コピー機

・スキャナー

・エアコン

・バークラバー

・金庫（持運び不可の重要金品管理用として）

・カギ付キャビネット

・UPS
・スタビライザー

・ジェネレーター（バックアップ電源）

・ホワイトボード

また、フェーズ 1 で使用した車両はフェーズ 2 では C/Psが独自予算で
使うのでしょうか。

・電話機

→固定電話・携帯電話とも含まれま

せん。

・インターネット接続環境

→含まれません。

・複合プリンター

→含まれます。トナー等消耗品は含

まれません。

・コピー機

→含まれます。トナー等消耗品は含

まれません。

・スキャナー

→含まれます（上記コピー機に付

属）。

・エアコン

→含まれます。電気代は含まれませ

ん。



・バークラバー

→含まれます。

・金庫（持運び不可の重要金品管理用

として）

→含まれます（クマシのプロジェクト

オフィス）。

・カギ付キャビネット

→含まれます（現在フェーズ１で購入

した文房具やブーツ等が収納され

ていますが、使用可能）。

・UPS
→含まれません（現存のものは耐用

年数超過）。

・スタビライザー

→含まれます。

・ジェネレーター（バックアップ電源）

→含まれます（クマシ・マタレのプロジ

ェクトオフィスにそれぞれ設置済

み）。燃料代は含まれません。他

方で、クマシに設置した発電機の

バッテリーは含まれません。

・ホワイトボード

→含まれます。

15 P19. 5.見積条件、(1)
現地再委託調査

「ベースライン調査については現地再委託業務を想定。」とあります

が、コンサルタントの直営による調査とし、それに係る傭人雇用費や交

通費等を経費見積もりに計上してもよろしいでしょうか。

問題ありません。



16 P19  5．見積条件、
（2）カウンターパートの
出張旅費

本件業務ではステアリングコミティー（SC）を年 2 回開催する計画とな
っており、メンバーの構成や効率性の観点から、アクラで開催されるこ

とが想定できます。この SC のメンバーにはプロジェクトマネージャー2
名（2 州の州農業局長）が含まれていますが、SC 出席のためにこれら
2 名のプロジェクトマネージャーに対する出張旅費を支出することは可
能でしょうか。また、支出が可能な場合、一般業務費と別見積りのどち

らに計上すべきでしょうか。

カウンターパート旅費がガーナ側で工

面できない場合、支出は可能です。

なお、先方政府との合意である R/D に
基づき、SC は「年 1 回開催、必要に応
じて開催」することとし、別見積もりに計

上してください。

17 P19  5.見積条件、
（2）カウンターパートの
出張旅費

専門家不在時の PJT活動のための C/Psの出張には PJTから出張旅
費は払うことは可能でしょうか。

支出可能です。

18 P19 5．見積条件、
（3）普及員活動費

4 行目に「全ての人件費を一般業務費から支払う」との記述があり、6
行目には「稲作普及・研修に必要な予算を計上する」との記述がありま

す。ここでは、稲作普及・研修に必要となる経費全般（燃料代・旅費・デ

モ圃設置・研修教材など）を計上できると理解してよろしいでしょうか。

稲作普及・研修に必要な、人件費以外

の経費は一般業務費に計上してくださ

い。また、稲作普及・研修に必要な郡普

及員の人件費は別見積もりで計上して

ください。

19 P19  5．見積条件、
（5）車輌に係る費用

フェーズ 1 では各対象郡に対してモーターバイク 5 台および諸経費を
支給していました。フェーズ 2 である本プロジェクトが、新規に対象とす
る郡に対して、同様に支援することは可能でしょうか。

普及に係る経費としてガーナ側が予算

化し、工面できない場合に限り支援対

象とするものの、稲作普及・研修に必

要な人件費以外の経費として一般業務

費から支出して問題ありません。

20 P19 5.見積条件、(5)
車輌に係る費用

業務開始後半年以内

を目途に、車輌（4WD 
2台）を JICAにて調達
し、受注コンサルタント

に貸与する。

・車輌の貸与に合わせて、運転手は「ガ」国政府の運転手がプロジェク

トに配属されるのか、またはプロジェクトで傭上するのか、どちらでしょ

うか。

・「ガ」国政府の運転手が配属された場合、当該運転手への給与およ

び社会保険等の支払いはプロジェクトが行うのか、政府から支払われ

るのか、どちらでしょうか。残業代、出張旅費の支払いが発生した場合

についてもご教示下さい。

運転手はプロジェクトで傭上してくださ

い。



21 P20. 5.見積条件、(6)
各種保険契約（緊急移

送）

こちらは具体的にどういった保険を想定されているのでしょうか。ご教

示ください。

業務従事者の緊急移送を想定していま

すが、それ以外に必要な保険があれば

提案ください。

22 P19 5.見積条件 活動の継続性・連続性確保のための、通年 (日本人専門家不在時を
含む) での現地スタッフ(アシスタント 1-2 名)傭上を予定しております。
その費用は見積に計上可能でしょうか。

契約期間外の現地スタッフ傭上にかか

る費用は、計上することができません。

23 P20  6.配布資料 標記プロジェクトフェーズ１で開発された普及ガイドラインは配布資料と

して頂けますでしょうか。

JICA 農村開発部農業・農村開発第二
グループ第五チームより配布しますの

で、希望される場合は同チーム（TEL: 
03-5226-8409）まで連絡してください。

24 P20  6. 配布資料 本業務では、フェーズ 1 で策定された「普及ガイドライン」に沿った稲作
普及活動の展開が求められています。そのため、プロポーザルにおけ

る業務計画の策定のため、また第 2 年次以降に実施する稲作研修等
のコスト概算に必要なため、「普及ガイドライン」を配布資料として提供

いただくことは可能でしょうか。

JICA 農村開発部農業・農村開発第二
グループ第五チームより配布しますの

で、希望される場合は同チーム（TEL: 
03-5226-8409）まで連絡してください。

25 P20  6. 配布資料 本業務では基本的にフェーズ 1の活動成果を活用することが求められ
ています。したがい、プロポーザルにおける実施方針策定のため、フェ

ーズ 1 の「専門家業務完了報告書（営農分析、営農支援システム、マ
ーケティング等）」を配布資料として提供いただくことは可能でしょうか。

JICA 農村開発部農業・農村開発第二
グループ第五チームより配布しますの

で、希望される場合は同チーム（TEL: 
03-5226-8409）まで連絡してください。

以上


